
   船橋市医師による精神保健福祉相談実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律（昭和２５年法律第１

２３号。以下「法」という。）第４７条の規定に基づき、医師による精神保健福祉相談（以

下「相談」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （相談の実施方法） 

第２条 相談は、原則として毎月４回とし、保健所において行う。 

２ 相談は、予約制で行い、１回につき３人まで受付けるものとする。 

 （対象者） 

第３条 相談の対象者は、市内に居住している精神障害者（その疑いのある者を含む。）又

はその家族とする。 

 （相談医の設置） 

第４条 相談を実施するため、相談医師（以下「相談医」という。）を置く。 

 （職務） 

第５条 相談医は、精神障害者又はその家族からの精神保健及び精神障害者の福祉に関す

る相談に応じ、必要な助言、指導、医学的判断等を行うものとする。 

２ 相談医は、必要に応じて保健所職員とともに訪問指導を行うものとする。 

（委嘱） 

第６条 相談医は、法第１８条に規定する精神保健指定医のうちから市長が委嘱する。 

２ 相談医の定数は、４人以内とする。 

３ 相談医の任期は、１年とする。ただし、補欠の相談医の任期は、前任者の残任期間と

する。 

４ 相談医は、再任されることができる。 

（報償） 

第７条 相談医に対する報償は、相談１日の従事につき２７，５００円とする。 

 （公務上の災害補償） 

第８条 相談医が公務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、議会の議員その他

非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２年船橋市条例第３３号）の規定

に準じて補償する。 

  



（相談内容の記録） 

第９条 相談に従事した相談医及び職員は、相談内容を所定の用紙に記録しなければなら

ない。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から実施する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から実施する。 


